
 

令和８年度戦略的沖縄観光シームレスプラットフォーム構築事業委託業務 

企画提案公募要領 

 

本企画提案公募は、令和８年度の当初予算成立及び沖縄振興特別推進交付金等

の交付決定を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力

を生じる業務である。従って、県議会において当初予算が否決された場合は、委

託契約は締結しないものとする。 

 また、委託業務の内容や積算の費目等は、諸事情により変更する場合がある。 

 

１ 委託業務名 

  令和８年度戦略的沖縄観光シームレスプラットフォーム構築事業委託業務 

 

２ 委託業務期間 

  契約締結の日から令和９年３月31日まで 

 

３ 業務の目的 

本業務は、これまで個別に運営されていた各案内窓口や通信インフラ、受入

体制強化の取組を単に継続するのではなく、仕様書及び発注を統合し連携を強

化する。 

これにより、観光客に対するシームレスなサポート体制を構築しサポートレ

ベルを抜本的に「質的向上」させるとともに、県内事業者へのハンズオン支援

等を行うことで地域全体のインバウンド対応力を向上させることを目的とす

る。 

 

４ 応募資格 

  次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当

し 

ない者であること。 

(注)地方自治法施行令第167条の４第１項 

普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る

契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規程する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）に該当する者でないこと及び暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有

する者でないこと。 

(3) 別添企画提案仕様書の委託業務内容を遂行するために必要な経営基盤と執

行体制能力を有していること。また、国内外観光客受入体制整備に関する実



態や動向、沖縄観光における課題等を把握し、当該課題等に対する具体的か

つ効果的な方策を企画立案し、体系化する能力、組織、人員等を有しているこ

と。また、本業務の実施にあたって県と密接に連携できること。 

(4) 応募は共同企業体でも可とし、この場合の要件は以下のとおりとする。 

ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。 

イ 共同企業体の構成員は上記応募資格(1)(2)要件を満たす者であること。 

ウ 共同企業体の構成員のいずれかが、上記応募資格(3)の要件を満たす者で

あること。 

エ 共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員として重複応募する者

でないこと。 

オ 共同企業体の構成員が、単体企業としても重複応募する者でないこと。 

カ 共同企業体を代表する事業者は、事業目的の達成のため他の共同企業と

の連携を密にし、各事業の推進及び成果の達成を図るものとする。 

(5) １提案者(共同企業体で事業を実施する場合は１共同企業体)につき、提案

は１件であること。 

 (6) 沖縄県内に本店又は支店を有する法人であり（複数の事業者による共同企

業体で事業を実施する場合には、沖縄県内に本店又は支店を有する法人が代

表者であること）、別添「企画提案仕様書」に記載のある県内３カ所の観光

案内所の運営が可能な人員を有していること。 

   

５ 提案内容の要件 

  別添「企画提案仕様書」のとおり 

 

６ 応募方法等 

(1) 本要領等の沖縄県観光振興課ホームページへの掲載期間 

令和８年３月４日(水)から令和８年３月23日(月)まで 

(2) 応募に係る質問 

企画提案仕様書等に関して疑義がある場合には、質問書[様式１]を記入

し、電子メールにより提出すること。 

ア 受付期限  令和８年３月11日(水) １２時（厳守） 

イ 提出宛先  aa057137@pref.okinawa.lg.jp 

         （沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課） 

質問に対する回答は、沖縄県観光振興課ホームページへ随時掲載する。 

(3) 企画提案書等の提出 

企画提案書等の提出は、次により持参又は郵送により提出すること。な

お、郵送の場合は提出期限内必着とする。 

ア 提出期限  令和８年３月23日(月) 12時（厳守） 

イ 提出場所  沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 

〒900-8570 那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁８階 

             電話番号 098-866-2764 ＦＡＸ番号 098-866-2765 



 

７ 提出書類等 

  以下に示す書類について、原本１部、写し７部を提出すること。 

(1) 企画提案応募申請書［様式２］ 

(2) 企画提案書［任意様式］ 

（A4版10枚以内（表紙含む、両面印刷の場合は20頁以内まで可）） 

(3) 会社概要表［様式３］ 

(4) 積算書［様式４]（各積算費目の内訳と単価を記載） 

(5) 業務計画［様式５]  

(6) 実績書［様式６] 

(7) 誓約書［様式７] 

(8) 定款及び直近２期分の決算報告書 

※提出は(1)～(8)の並びでセットにして提出すること。 

※書類は全て左長辺に２穴パンチで空け、提出書類は各セットをクリップ留め

にして提出すること。 

 ※共同企業体の場合は、構成員ごとに(3)、(6)～(8)の書類を提出するとともに

共同企業体協定書を添付すること。 

 

８ 企画提案書の審査 

(1) 第一次審査（書面審査） 

   応募者が４社以上の場合は、沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課において

書面審査を行ったうえで、上位３社を選定する。選定された事業者に対して

は、結果及び第二次審査の実施日時や留意事項等を、選定されなかった事業者

に対しては、結果のみを、電子メール及び書面で通知する。 

なお、応募者が３社以下の場合は、第一次審査は実施せず、応募資格要件

の適合を確認したうえで、全て最終審査の対象とする。 

(2) 最終審査 

   企画提案業者選定委員会において、企画提案書の内容、経費等についてプレ

ゼンテーション審査を行ったうえで、最も優れた提案者を選定する。ただし、

応募が１社の場合には、プレゼンテーションを実施せず、各委員による書面審

査とする場合がある。最終審査の結果については、電子メール及び書面にて通

知する。 

 

また、最終審査における留意事項は、以下のとおりとする。 

① 審査会場への入場者は５名以内とする。 

② 審査時間は１社あたり30分とする。（プレゼンテーション15分、質疑応答15分を予定） 

③ 最終審査においては、提出した企画提案書等のみを用いて説明することとし、資料

の追加は認めない。 

④ 審査は非公開で行い、審査経過に関する問合せは受け付けない。 

 



９ 公募スケジュール（予定） 

(1) 公募開始  ３月４日(水) 

(2) 質問締切  ３月11日(水) 12時（厳守） 

(3) 質問回答   随時回答 

(4) 公募締切  ３月23日(月) 12時（厳守） 

(5) 第一次審査（書類審査） ３月27日(金) 

(6) 第一次審査結果通知 ３月27日(金) 

(7) 最終審査（プレゼンテーション審査の場合）３月30日(月)※別途通知 

(8) 最終審査結果通知（委託予定業者通知）    ３月31日(火) 

(9) 委託契約          ４月１日(水) 

 

10 その他留意事項 

(1) 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。 

ア 提出期限を過ぎて、企画提案書等が提出された場合 

イ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

ウ 本公募要領に違反すると認められる場合 

エ 担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合 

オ その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合 

(2) 書類提出にあたり使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 

(3) 企画提案書等の作成に要する経費、第二次審査に参加する経費等について

は、応募者の負担とする。 

(4) 提出された企画提案書等は返却しない。 

(5) 委託業者の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合わ

せには応じないこととする。 

(6) 契約締結の際は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を、契約締

結前に納付すること。ただし、沖縄県財務規則第101条第２項（※）の各号の

いずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

(7) 委託予定業者の選定にあたっては、提案された内容を総合的に評価し決定

するため、事業趣旨に合致しない個別事項については、県と委託予定業者間

で協議のうえ是正し実施することとする。よって、提案された内容を全て実

施することを保証するものではない。 

※沖縄県財務規則抜粋（契約保証金について） 

（契約保証金） 

第101条 令第167条の16第１項の規定による契約保証金の率は、契約金額

（長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で

除して得た額に12を乗じて得た額）の100分の10以上とする。 

２ 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるとき

は、その全部又は一部の納付を免除することができる。 

(1) 契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約

を締結したとき。 

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他



予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第100条の３第２号の規定

により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 

(3) 契約の相手方が国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方

公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、こ

れらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実

に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる

とき。 

(4) 法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供される

とき。 

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納される

とき。 

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契

約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 

(7) 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）若しくは他の地方公共団

体と契約をするとき又は公共的団体等と随意契約（公益を目的としたも

のに限る。）を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しな

いこととなるおそれがないとき。 

(8) 電気、ガス、水の供給若しくは公共放送等の受信等公益独占事業に係

る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく契約若しくは国が指定し

た相手方と契約を締結するとき。 

(9) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入若しくは交換に係る契

約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなる

おそれがないとき。 

(10)県の業務に係る放送、広告、調査、研究、計算、鑑定、評価、訴訟等

を随意契約で委託する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこ

ととなるおそれがないとき。 

(11)資金を貸付ける契約、預金契約、寄付に係る契約、運送契約及び雇用

契約を締結する場合において、その性質上必要がないと認められるとき。 

(12) 美術品の買入れに係る随意契約を締結する場合において、当該美術品

の事前審査から納品までの間、県がこれを保管し、契約の相手方が契約を

履行しないこととなるおそれがないとき。 

 

11 問い合わせ先 

   〒900-8570 那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁８階 

  沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課  

担当：受入推進班 松川、平良、與那原  aa057137@pref.okinawa.lg.jp 

  電話番号 098-866-2764 ＦＡＸ番号 098-866-2765 


